
地方自治体における生涯学習推進計画策定に関する研究

－周南市における取組を事例として－

長　畑　　　実　

要旨

　景気低迷と長引く不況，国・地方の財政危機，人口減少・少子高齢化の進行など社会経済環

境が激変する中，地方自治体にも大きな改革が求められている。こうした中，教育基本法改正

等一連の法制度改編の中では，学校・家庭・地域の協働による地域教育コミュニティづくりの

方向性が強調されたことから，総合行政の視点から新たな生涯学習推進計画の策定に取り組む

自治体も増えつつある。本稿では，自治体における生涯学習に関する調査研究と生涯学習推進

計画・体制構築の現状を明らかにした上で，筆者が社会教育委員及び生涯学習推進プラン策定

アドバイザーを務める周南市を事例として，生涯学習市民意識調査結果と生涯学習推進計画策

定の関連性，計画策定のあり方について考察した。その結果、意識調査結果の分析内容を推進

プランに反映する視点を整理することができた。
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　総合計画　　改正教育基本法　　生涯学習推進計画　　生涯学習に関する意識調査

１ はじめに

　筆者は，これまで住民を主体とした地域生

涯学習システムの構築に関する研究を主要な

テーマとしており，その中で，受託研究，科

学研究費による生涯学習に関する住民意識調

査を実施，分析，考察を行い，今後の生涯学

習推進計画の課題と方向性について提言を

行ってきた１）。特に防府市においては，

2005年，防府市教育委員会と筆者の所属する

エクステンションセンターとの間で連携協働

に関する協定書が締結され，同時に筆者が

「防府市生涯学習アドバイザー」の委嘱を受

け，現在も研修事業，計画策定，連携連絡会

議等に頻繁に参画している。同市においては

引き続き，防府市の総合計画策定について協

議する「防府市まちづくり委員会」，地域コ

ミュニティ組織の在り方を検討する「防府市

地域コミュニティ検討協議会」の委員として

も参画している。また，本稿の事例として取

り上げる周南市においては，2005年から周南

市公民館運営審議会委員，2009年より周南市

社会教育委員として参画し，同市の生涯学

習・社会教育を支援してきた。

　この度，周南市では全庁的な生涯学習推進

体制を整え，次期生涯学習推進プランを策定

することとなり，それに先立ち，市民の生涯

学習に関する意識と活動の実態，生涯学習

ニーズの把握を目的とした調査を実施した。

筆者は，この意識調査の設計・実施，結果の

分析・考察に関わる中で，こうした意識調査

が生涯学習推進計画にどのように反映され，

全庁的合意のもとで施策として具体化される

かに関心を持つとともに，全国的な生涯学習

振興施策の策定状況が大きく変化する中，生

涯学習推進計画が地域の再生・創造に果たす

役割をますます強めているとの問題意識を持

つにいたった。

　本稿では，こうした問題意識をもとに，全
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国の生涯学習推進体制の現状及び生涯学習市

民意識調査結果と生涯学習推進計画策定の関

連性，計画策定のあり方について考察する。

２ 全国の生涯学習推進体制の現状

　地方財政危機，地方分権改革の進展の中

で，新たな公の創出や市民参画と協働の推進

など地域の再生・創造をめざす自治体と住民

の改革が全国で取り組まれつつある。

　この中で，社会教育を中核とした学校・家

庭・地域の協働による地域教育コミュニティ

づくりも，学校再生の課題と地域再生の課題

を一体的に捉える視点から地方自治体行政に

おける生涯学習推進計画の重要な柱として位

置づけられた取組が進められている。

　2008（平成20年）度文部科学白書によれ

ば，生涯学習推進体制の整備に関して，地方

公共団体における取組の項には，

①行政組織などの整備状況

　すべての都道府県に生涯学習担当部課が設

置されているとともに，平成20年６月現在，

37の都道府県に，生涯学習の総合的な推進に

関する重要事項を審議するための生涯学習審

議会が設置されています。また，ほとんどの

市町村に生涯学習担当部課が設置されていま

す。

②生涯学習振興計画

　平成20年６月現在，43の都道府県が，生涯

学習振興のための中長期的な基本計画や基本

構想を策定しています。また，1,027市町村

が基本計画や基本構想を策定しています。さ

らに，市町村の中には，「生涯学習のまち」

などの都市宣言を行って生涯学習の振興に努

めているところもあり，その数は20年６月現

在，87市町村となっています。

③全国生涯学習市町村協議会

　平成11年11月に，生涯学習によるまちづく

りに取り組む全国の市町村間の連携を強化

し，情報交換や人材交流などによるネット

ワークづくりを進めるため，「全国生涯学習

市町村協議会」が発足しました。20年７月現

在，123の市町村が加盟しています。

と記載されており，全国市町村の約６割にお

いて生涯学習推進の基本構想・基本計画が策

定されていることが理解される２）。

　一方，文部科学省による生涯学習推進施策

等に関する調査結果（生涯学習の振興のため

の施策の推進体制等に関する法律にかかる施

行状況調査及び生涯学習推進センター等に対

する生涯学習施策に関する調査，平成18年）

によれば，住民の学習に対する需要及び学習

の成果の評価について調査研究を実施してい

るのは，45都道府県のうち44％（図１），生

涯学習団体・社会教育団体の連絡協議会や

ネットワーク等を形成していると回答したの

は約６割にとどまっている（図２）。

図１ 学習ニーズ・評価に関する調査研究3）

-都道府県-
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　また，政令指定都市を対象とした調査（回

答数10都市）では，回答した全ての自治体

が，「地域生涯学習振興基本構想」等の生涯

学習振興に関する計画・構想等を策定してい

るが，住民の学習ニーズや学習成果の評価に

関する調査研究を行っているのは図３で示さ

れるように４割にとどまっている。

　次に，政令指定都市における生涯学習に関

する事業の推進体制の整備状況については，

図４のように，生涯学習審議会を設置してい

るのは全体の70％，生涯学習推進会議等を設

置しているのは全体の50％，他部署との連携

のための庁内会議等を設置しているのは全体

の10％となっており，生涯学習振興のための

調査研究，推進体制の構築が十分には進んで

いないことが理解された。

　以上のような全国的な調査結果から，生涯

学習振興に関する基本構想・基本計画等の策

定はしているが，学習ニーズの把握に関する

調査研究，市民団体・関連団体等との連携体

制や生涯学習推進体制の構築については，取

組が不十分であることが示唆された。

　そこで，この「生涯学習推進施策等に関す

る調査結果」をもとに，生涯学習推進体制に

関する整備状況を詳細に公表している北海

道，新潟県，福岡県内の自治体の取組事例を

取り上げその内容をさらに検討する。

　まず，「北海道の市町村における生涯学習

推進体制の整備状況調査<平成20年度版>」に

よれば，道内180市町村の８割以上が生涯学

習推進計画・構想を策定しているものの，生

涯学習推進本部等の中心的組織は４割強，生

涯学習審議会等の諮問機関は四分の一，行政

内連絡調整会議等の組織は四分の一を下回る

設置状況となっており，行政全体として取り

組む体制とはなっていないことが理解され

る。

　こうした結果をうけて北海道教育委員会

は，道内市町村の生涯学習推進上の課題とし

図２ 団体間のネットワーク形成4）

図３ 学習ニーズ・評価に関する調査研究5）

-政令都市-

図４ 生涯学習推進体制の整備状況6）
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て「①指導者の養成・活用や推進団体の育成

②住民や職員に対する啓発③学習成果の活用

方策など」が大きな課題であると分析総括し

ている。

　次に，新潟県教育委員会の「生涯学習・社

会教育の現状－平成21年８月」によれば，県

内31市町村の約８割が生涯学習基本構想・推

進計画を策定しているものの，生涯学習推進

組織の設置は約６割，過去５年間の社会教育

調査の実施自治体数は４割弱にとどまってお

り，今後の生涯学習推進計画の改訂（31市町

村のうち14市町村が平成21年以降に改訂予

定）に際して，大きな課題となることが推測

される。

　次に，福岡県教育庁教育企画部企画調整課

の「平成19年度生涯学習の推進に係る市町村

の組織・体制等に関する調査」によれば，生

涯学習推進構想，推進計画等を策定している

のは県内66市町村の６割強であり，主として

行政内部の連携・協力を目的とする生涯学習

を総合的に推進する組織・機構の設置は約６

割となっている。また，生涯学習に関する意

識調査・実態調査については7割強が実施し

ているものの，約８割は2003（平成15）年以

前のものであった。

　以上のように，公表されている自治体の生

涯学習推進体制の整備状況調査結果から検討

したところ，全国の市町村において都道府

県，政令指定都市を対象とした全国的な調査

結果と共通する実態が存在していることが強

く示唆された。すなわち，社会経済環境の急

激な変化と教育法制度改編という，新たな生

涯学習推進計画と体制の確立が求められる状

況の中で，計画策定の基盤となる調査研究そ

のものが実施されていなかったり，実施され

ていても推進プラン・体制の構築に反映され

ているとは言い難い自治体が多数存在するこ

とが看取されたのである。

　従って，このような現状においては，生涯

学習推進の前提となる調査研究の実施とその

結果が，生涯学習推進計画と推進体制の構築

にどのように具体化されているのか，その関

連性を実証的に明らかにすることが極めて重

要であると考える。次章においては，こうし

た視点から山口県周南市の取組を事例として

考察する。

３　周南市の総合計画と生涯学習推進計画

３.１　周南市の総合計画

　多くの市町村では，自治体運営の基本指針

（自治体の最上位計画）として，基本構想・

基本計画・実施計画という三層の計画体系か

らなる総合計画が策定されている。地方自治

法によれば，「市町村は，その事務を処理す

るに当たっては，議会の議決を経てその地域

における総合的かつ計画的な行政の運営を図

るための基本構想を定め，これに即して行な

うようにしなければならない」（２条４項）

と規定されている。この自治体の政策体系が

総合計画として集約される。

　周南市における現行の総合計画は，目標年

度を2014（平成26）年度として2005（平成

17）年に策定されている。総合計画の名称

は，「市民が主体的に周南市のまちづくりに

参画し，市民と行政が力をあわせて，生き生

きとした周南市づくりを実現できるように，

この計画の名称を「ひと・輝きプラン　周

南」とします」と記載されている。第３章で

は，「まちづくりの目標と施策の大綱」とし

て5つの目標が掲げられている。生涯学習施

策については，「目標１	心豊かに暮らせる

まちづくり」の中に位置づけられており，次

のように記載されている。

目標１	心豊かに暮らせるまちづくり

　私たちが元気で輝いているためには，もの

の豊かさばかりでなく，日々心豊かに暮らせ

ることが大切です。特に，感動，夢，自信と

いった心の豊かさは，私たちが元気で輝いて

いるための源です。このため，将来を担う子

大学教育　第７号（2010）

−106− −107−



どもたちが，人間性豊かに成長できる環境づ

くりを推進するとともに，私たち一人ひとり

が自分のライフスタイルにあわせて，学び，

楽しみ，そして文化や芸術にふれることので

きる潤いのあるまちづくりを進めます。

　また，施策の大綱として，（１）地域連携

による青少年の健全育成（２）学校教育の充

実（３）生涯学習の推進（４）文化・芸術活

動の促進（５）スポーツ・レクリエーション

の振興（６）国際化への対応，が述べられて

いる。

　第４章では，第３章の目標を実現するため

の方策が次のように記載されている。

　第３章に述べた「まちづくりの目標」を実

現するためには，まちづくりを担う人材の発

掘，育成が大切です。また，住むひとを育て

ることは，まちの果たすべき重要な機能でも

あります。つまり，ひとを育てることにより

まちの機能が充実し，まちの機能が充実する

ことによってひとが育っていくというよう

に，「まちづくり」と「ひとづくり」は表裏

一体であり，ひとづくりは，まちづくりの手

段であると同時に目的の一つでもあります。

したがって，この10年間においては，ひとの

育成を施策の重点におくこととし，以下の３

点に係る施策を「ひと・輝きプロジェクト」

として，強力に推進します。そして，市民一

人ひとりが自信と誇りの持てる「ひとづくり

都市」を目指します。

　さらに，基本構想に掲げる都市像の実現に

向けた施策展開の指針として，2005（平成

17）年度から2009（平成21）年度までの５年

間の前期基本計画をまとめている。生涯学習

推進施策の体系については次のように記載さ

れている。

　以上のような周南市総合計画を上位計画と

した部門計画として，周南市における生涯学

習の推進と支援体制を構築し，様々な施策が

計画的，効率的に実施できるよう体制を整備

することを目的とした周南市生涯学習推進プ

ランが2005（平成17）年３月に策定された。

計画期間は，2005（平成17）年度から2009

（平成21）年度までの５年間となっている。
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３.２　周南市の生涯学習推進計画

　周南市の生涯学習推進計画は「周南市生涯

学習推進プラン」として策定されており，内

容は総論と各論の２つに分けて下記のように

記載されている。

　総論では，周南市の生涯学習の課題につい

て次のように記載されている。

①	学習機会の拡充と情報提供，相談体制の

整備

　生涯にわたる学習機会を総合的に整備充実

するため，さまざまな教育機関と連携し，生

涯各期における学習機会を拡充するととも

に，生涯学習に関する情報提供や相談体制を

整備することが求められています。

②	実践する機会の拡充

　各分野において，豊富な知識・経験・技能

を有する人材や学習プログラムを発掘し，そ

れを登録・活用するシステムの構築に向け

て，取り組んでいくことが求められていま

す。

③	市民活動の推進

　自主的・主体的な生涯学習活動の一層の活

性化を図るため，今後，市民活動団体または

市民活動を行おうとする人びとに対するさま

ざまな支援が求められています。

④	地域コミュニティの推進

　物質的な豊かさ，情報技術の進展等の社会

変化による共同体の機能や結束力の低下等に

対して，地域住民の連帯意識や市民相互の信

頼のきずなを再生し，今後必要とされてい

る，次代を担う子どもの育成や介護支援，防

災など地域課題の解消のための取り組みが必

要となります。

⑤	地域の教育力の向上

　家庭や地域の教育力の活性化を図るため，

家庭・地域・学校が相互に連携しつつ，でき

るだけ早い段階から親等に対して家庭教育に

関する多様な学習や相談機能の充実，青少年

の人間形成に必要な自然とのふれあいや異年

齢集団活動などの生活体験機会の充実を図っ

ていくことが求められています。

⑥	学習施設の整備・充実

　生涯学習推進の基盤となる公民館等の社会

教育施設を，時代の要請に迅速に対応できる

施設へと整備充実していくとともに，各施設

間のネットワークの構築とその密接な連携・

協力を確立する必要があります。

⑦	生涯学習推進体制の整備

　生涯学習施策を総合的に推進するため，本

市の推進体制の整備・充実を図る必要があり

ます。

　こうした分析の上に，生涯学習推進計画の

目標を「自ら学び	共に輝くまち	周南」と

し，基本理念①だれもが学び続けることがで

きる環境づくり②学んだ成果が活かされる仕

組みづくり③生涯学習を通して支えあう地域

づくりの３点から施策を図５のように体系化

している。
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　各論においては，①ソフト・ハード両面か

らの学習機会・学習環境の整備②学習成果・

人材活用のための仕組とネットワークづくり

③生涯学習を基盤とした協働のまちづくり

と，学校・地域の連携の推進の３つの視点か

ら施策の具体が記載されている。

　また，「周南市生涯学習推進プラン」の最

後には「Ⅲ	資料」として，市民の学習の目

的や活動内容を調査し，要望を広く把握する

ため、2004（平成16）年11月に実施された

「生涯学習市民意識調査」の結果と市民提言

の主な内容が掲載されている。

　以上のような内容を持つ周南市の生涯学習

推進計画は，2009（平成21）年度に最終年度

をむかえ，現在，2010（平成22）年からの新

たな生涯学習推進計画の立案に向けた取組が

進みつつある。筆者は，この次期生涯学習推

進プランの策定アドバイザーの委嘱を受け，

市役所内に設置された「第２期生涯学習推進

プラン策定ワーキンググループ」7）の会議に

参加し指導・助言するとともに，社会教育委

員として社会教育委員会議の場においても同

プランの協議に参加している。

　生涯学習・社会教育の役割が飛躍的に高

まっている社会情勢の中で，こうした新たな

生涯学習推進計画の策定にあたり，生涯学習

意識調査を実施する事例が増えつつあるが，

その調査結果の分析内容を計画策定にどのよ

うに反映していくかについては，多くの自治

体で模索されているのが実状であるように思

われる。

　そこで，筆者が周南市第２期生涯学習推進

プラン策定アドバイザーとして，調査票の設

計，分析・考察に関わった「周南市の生涯学

習に関する意識調査」を取り上げ，その分

析・考察内容を生涯学習推進計画に反映させ

ていく視点について考察する。

４　周南市生涯学習意識調査の結果分析

４.１　調査の概要

４.１.１　調査の目的

　周南市における市民の学習活動の実態と

ニーズを把握し，第２期周南市生涯学習推進

プラン策定の基礎資料とする。

４.１.２　調査の対象・方法

　周南市に居住する20歳以上の男女2,000人

を，住民基本台帳に基づく層化２段抽出法

（小学校区単位の比例割当法）で抽出し，郵

送調査法で実施した。

４.１.３　調査の実施期間と回収結果

　調査期間は，2009（平成21）年５月11日～

５ 月 2 9 日 ， 有 効 回 収 数 （ 率 ） は 9 5 7

（47.9％）であった。なお，他の意識調査の

結果と同様に，他の年代に比べて20歳代の回

収率が低くなっており，今後の推進計画策定

にあたって青年層のニーズ，意見をどのよう

に把握し，反映させていくかが課題である。

４.２　調査の分析

　調査の主な結果は次の通りである。なお，

詳細な調査結果については周南市の報告書を

参照していただきたい8）。

４.２.１　学習内容の希望

　今後学習を希望する分野については，特に

図５ 生涯学習推進プラン体系図
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年齢別の学習ニーズが多様化していることが

理解される。図６で示されるように，上位２

項目である「健康・スポーツに関するこ

と」，「趣味的なもの」以外の項目，例えば

「家庭生活に役立つ知識や技能」，「子育て

に関すること」は20歳代，30歳代の市民（特

に女性）に，「パソコン・インターネットに

関すること」は40歳代，50歳代，60歳代の市

民に，「職業上必要な知識・技能」は20歳

代，30歳代，40歳代の市民に，それぞれ高い

ニーズのあることが理解される。

４.２.２ 学習内容の必要性

　今後学ぶことが必要であると考えるテーマ

については（５項目選択），図７で示される

ように，「健康の維持や増進に関すること」，

「高齢者の生きがいに関すること」，「環境

問題・自然保護」，「地域活性化・まちづく

り」，「パソコン・インターネット」が上位

５項目に回答されており，特に，男性で「地

域活性化・まちづくり」，「パソコン・イン

ターネット」，「スポーツ」，「地域の教育力

の向上に関すること」，「環境問題・自然保

護」の割合が高くなっていることが理解され

る。

４.２.３　学習成果の活用

　生涯学習で学んだことをどのようにいかし

たいと考えるかについては，図８で示される

ように，「自分や家族の教養・生活の向

上」，「日常生活に必要な知識を得る」，

「地域づくりやまちづくり活動」が上位３項

目となっており，次いで，「現在の仕事や就

職・転職」，「社会福祉活動」が続いてい

る。特に，男性で「地域づくりやまちづくり

活動」が３	倍以上高く回答されており，積

極的に活動したいという市民が増加傾向にあ

ることが理解される

４.２.４　学習情報の入手方法

　学習情報の入手方法については，図９で示

されるように，「家族・友人・知人・同

僚」，「市広報しゅうなん」，「新聞（折込

広告を含む），ミニコミ紙」が上位3	項目

図６ 学習内容の希望（複数回答，単位：人）

図７ 学習内容の重要度（複数回答，単位：人））

図８ 学習成果の活用（複数回答，単位：人）
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で，次いで，「公民館，コミュニティだより

など」，「インターネット」，「ラジオ，テレ

ビ」が２割前後で回答されている。

　従って，紙媒体とインターネット，ラジ

オ・テレビ等の電子媒体の二つが学習情報の

入手に大きな役割を果たしていることが理解

される。特に，インターネットや携帯電話の

普及により，40歳代以下では電子媒体の利用

が急激に増加していることが示された。

４.２.４　公民館の利用意向

　今後の利用意向に関する調査結果では，３

割強の市民が利用したいと回答されている

が，６割を超える市民は「わからない」，

「無回答」とされている。

　また，今後公民館がどのような施設である

ことを期待するかについては，全体の回答で

は「高齢者が気楽に集い利用できる施設」，

「地域住民の文化・教養を向上させるための

施設」，「地域住民が利用したい時に利用で

きる貸館施設」が上位３項目，次いで，「地

域のコミュニティ活動，ボランティア活動な

どを支援するための施設」，「生涯学習をす

るための情報提供や相談，アドバイスをして

くれる施設」が続いている。

　一方，年齢別では図10で示されるように，

20歳代，30歳代，40歳代で「地域の子育て支

援のための拠点施設」の割合が高く，60歳代

以上で「高齢者が気楽に集い利用できる施

設」の割合が高くなっている。また，50歳代

では「地域の課題を解決するための学習を行

うための施設」の割合が比較的高くなってい

ることが理解される。

　また同時に，図書館，動物園，美術博物館

の利用意向についても調査を行ったが，図書

館では４割強，動物園では３割強，美術博物

館では約４割の市民が利用したいとの意向を

回答されているが，過半数を超える市民は

「わからない」「無回答」とされている。

４.２.４　生涯学習センター・事業の認知度

　生涯学習センターを聞いたことがあるかど

うかについては，「聞いたことがある」が

46.8％であった。年代別では，20歳代，30	

歳代で認知度が低くなっている。

　また，主催講座については，「参加したこ

とがある」が6.0％，「聞いたことがある」が

22.8％であるのに対し，「聞いたことがな

い」53.3％，「無回答」18％となっており，

認知度は約３割の市民にとどまっている。年

齢別では図11で示されるように、20歳代，30	

歳代，70歳代以上で低くなっていることが理

解される。

図９ 学習情報の入手方法（複数回答，単位：人）

図10 期待する公民館機能（複数回答，単位：人）
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４.３ 考察

　周南市における現行の総合計画は，目標年

度を2014（平成26）年度として定めている。

従って，現在策定作業が進められている第２

期生涯学習推進プランでは，この総合計画を

上位計画としつつ，これまでの事業の検証を

踏まえた新たな視点づくりが必要とされる。

　総合計画の第３章では，「まちづくりの目

標」として，この10年間においては，ひとの

育成を施策の重点におくこととし，３点に係

る施策を「ひと・輝きプロジェクト」として

強力に推進するとしており（第３章第１節参

照），この３つの重点施策を柱として，第１

期の周南市生涯学習推進プランの検証を踏ま

えた，第２期生涯学習推進プランの策定が求

められている。

　そこで，今回の生涯学習市民意識調査の分

析から明らかとなった市民の学習実態と学習

ニーズ，施策への期待の内容を，生涯学習推

進プランに反映していく視点を以下に整理す

ることで今後の議論の参考としたい。

　第一に，学習ニーズの高度化・多様化が急

速に進行しており，多様なニーズに対応した

学習内容を提供する全市的な学習資源の組織

化（講師の組織や多様な教育内容のプログラ

ム化）が求められていること（産学公民の連

携ネットワークの構築）。

　第二に，市町村合併により広域となった市

域におけるそれぞれの地域に対応したきめ細

かな学習機会・学習情報の提供が求められて

いること（学習機会・学習情報提供のワンス

トップサービス地域拠点の形成）。

　第三に，多くの市民がまちづくりへの参加

意向を表明されていることから，市民が気軽

に参加できる活動の開発と市民自らが運営

し，学習支援活動を組織化する協働のプラッ

トフォーム拠点を構築することが求められて

いること。

　第四に，学校・家庭・地域の協働による新

たな地域教育システム（地域教育コミュニ

ティ）の構築が求められていることである。

５ おわりに

　本稿では，全国の生涯学習推進体制の現状

及び周南市における生涯学習市民意識調査結

果分析と生涯学習推進計画策定の関連性，計

画策定のあり方について考察した。

　少子超高齢社会と経済環境の激変という構

造的な危機に直面した地域が生き残るために

は，住民自らが主体的に新たな政策・価値

観・ライフスタイルを選択することが必要で

ある。その意味で，地域の再生・創造のカギ

は，地域住民の主体的な学習にあり，だから

こそ総合行政として全自治体レベルで生涯学

習推進体制を構築することの意義について共

通の認識を形成することが重要となっている

のである。周南市における生涯学習推進プラ

ンの策定プロセスがその一つのモデルとなる

ことができるように，今後も継続してその取

組に参画していきたい。また，他の自治体に

おける生涯学習市民意識調査結果と生涯学習

推進計画策定の関連性についても調査研究を

続けていきたいと考えている。

（エクステンションセンター　教授）

図11 主催講座の認知度（単位：人）
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